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序にかえて

日本点序図書館副館長

直居 鉄

「視党節害の認識と その処遇をめ ぐって」という共通テーマによる このセ

ミ ナーの第 2 年目は、 「 ライ フ サイ ク ルに応じた社会的自 立一~能力障害

（ディスアピリテ ィズ）の克服」というテーマによ って行われました。

第1日は、 「能力障害の克服と社会参加」をテーマとして、第 2日は、「在

宅視党障害者の日常生活の自立と 生きるよろ こび」というテーマに よ＇）、

それぞれ二つの講演と パネルディ スカッションが行われました。

今回提起され、 討論された 多くの問題を整理すると、次の三つにまとめ

ること ができると思います。

第 1は、障害の受容という こと です。医学的に これ以上改善する見込み

がなく、視党障害を宣告あるいは告知され、障害を克服するための教育、

リハピ リテーショ ン訓練を受けるに当たって、自らの障害の状況をはっき

りと正し〈自党する こと が必要であるという ことです。そして、障害を克

服して社会的自立を目指す強い意欲を持たなければ、どのような教育、 リ

ハピ リテーション訓練も成果を収める ことはできないと いうことです。

しかし、これは決 して簡単なこと ではあ りません。障害の程度とその時

期、家庭や職場の環境、本人の性格など、個人によ ってその状況は著しく

異なるからです。医療の立場から障害を告知 し、 教育、リ ハビリテーショ

ン訓練を担当する者が所定のプログラムに従って指導を開始しようとして

も、本人か障害を克服しようとする意欲を持っていなければ、どのような

指導も効果をあげることはできません。教育、 リハビリテーション訓練を

担当する者は、本人に関する医療的情報を正確に理解したうえで、本人を

はじめ家族、場合によっては職場の関係者などと時間をかけて充分に相談

し、いろいろな具体的場面の中で、本人が「やろう」とする意欲を起こす

ようにしむけていかなければなりません。この極めて難しいことをどのよ
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うにしたらよいかという問題について、かなり 具体的な事例が報告され討

論されました。

第2は、教育、 リハピリテーション訓練のプロ グラムは画ー的ではな 〈、

多様な個人の必要に応 じて設定しなければならないということです。先天

性あるいは乳幼児期に失明した児窟は、自分の節害を認識することはでき

ません。両親や家族は、視党照害の子ども をどのように育てたらいいのか

悩み苦しみ、迷ったあげ〈、子どもの賠害を受容し、盲学校の幼稚部ある

いは小学部に入学させます。子どもは仲問たちと楽しく生活し、大きくな

ったら篭車の運転手や飛行機のパイロ ットになることを夢見ながら成長し

ていきます。やがて中学部から商等部に進み、青年期になっていくに従っ

て、視党障害の深刻な意味に気付き、悩み苦しみますが、なんとなく障害

を受容し、理療を職業としていく進路に適応して、盲学校の生活を楽しみ

ながら成長していきます。卒業した後は、就職した ＇）開 業したりしながら

患者以外はほとんど晴眼者との付き合いもなく、盲学校の同窓会や盲人団

体の仲間と余暇をすごすような生活をしていきます。それはそれなりに幸

せです。結婚して家庭をもつなら、なお一層幸福な生涯を送ることができ

ます。全盲の女子の場合は男子より結婚は難し〈、家庭生活に必要な知識

技能を充分に習得していても、周囲が結婚を容易に認めようとしないのが

通例でした。

このような視党障害者の生き方は、 これま での一つの類型であったと言

ってもさしつかえないと思います。 しかし、最近はこのような類型的な生

き方を前提として教育、リハピリテーション訓練のプログラムを設定する

わけにはいかなくなりました。先天性あるいは乳幼児期の失明は激減し、

青年期以後の失明すなわち中途失明がふえ、特に高年齢の失明が目立って

増加しています。また、視党障害の上に他の疾病あるいは障害を併せ持つ

者が非常に多くなってきています。一方、伝統的な按摩 ・はり・灸はかつ

てのように免許を取得さえすれば、それで安心というような状況ではなく

な＇）ました 。この度の法改正によって今後免許取得は非常に困難になる こ
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とが予想されます。

ところが、視党隙害者（児）に対する教育、 リハピリテーショ ンのプロ

グラムの根底には、今なおこれまでの類型的な生き方を基池としてそれに

適応させようとする考え方が根強〈残っているようです。著しく 多様化し

た視此障害者 （児）の一人ひとリに対応するプログラムが必要であるとい

うことが、今回強 〈指摘され、 討論されたのは大きな成果でした。

第 3は、自立ということを どう考えるかということです。これまで自立

といえば、職業に就いて経済的に独立した社会生活ができることであると

いうように考えられてきました。教育、 リハピリテーションの目標をこの

ような自立に罹き、その職業も伝統的な按摩・はリ・灸を中心としてきま

した。

しかし、自立ということをこのように狭く考えるのではなく、ここでは

「ライフサイクルに応じた社会的自立」と広く考えていこうとしているので

す。視党障害による能力障害を克服して、それぞれの生活環境の中で自分

のことが自分でできるようにしていくことが必要であるという考え方につ

いて、共通の認識を得ることができました。

乳幼児から高年齢に至るそれぞれの段階において、自立的な生活かでき

るようにしていくことが大切なのです。そのためには、これまでの制度や

教育、 リハピリテーション関係のあらゆる施設を固定的にしないで、必要

な改善をしながら適切に運用し、相互の連携を弾力的にしていかなければ

なりません。また、一人ひとりにとって必要な時に適切な処置がとられな

ければならないのであって、時期を失したり 、誤った指導をして、とりか

えしのつかない状態にしてしまうような失敗は許されません。

視党障害者の著しい高齢化に伴い、家庭や地域で、日常生活の自立によ

って生きる喜びを持てるようにしていかなければならないのです。日常生

活の自立ということは、一般的な尺度で計るのではな〈、個人によってゴ

ールが異なります。

今回のセミナーによ って提起された乳幼児から高齢者に至るまでの様々
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な問題は、教育、 リハピリテーション訓練の実践に対し多くの示唆を与え

ることができたと思います。
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第 3章 能力障害 （ディスアビリティズ）の

克服と社会参加

第 1節 乳幼児と学齢児の行動能力の

育成とその課題

国立特殊教育総合研究所視党閻害教育研究部長

木塚泰弘

1.行動能力の育成

まず最初に、行動能力の育成をどうとらえればいいかということについ

て、総論的な話をしてみたいと思います。

1) WHO国際障害分類と処遇

行動能力は、もちろん障害者の行動能力という ことなので、まずその障

害を どうとらえるかということが大事な問題です。国際障害者年の行動計

画の最初にでているイ ンペアメンツ、ディスアビリティ ズ、ハンディキャ

ソプスという三つの概念、これはWHOの国際障害分類に基づいているも

のですが、まずこれについてふれてみます。

資料 Iは、インペアメ ンツ、ティ 、fピリ ティズ、ハンディキャ ップス

というものについて、その定義と特色、分類のコー ドをまとめたものです。

この障害の分顆と処遇との関係では、次のようなことが言えます。

まずイ ンペアメ ンツですが、これは、身体の機能または器質的な損傷を

指 してお リ、厚生省は機能障害と訳しています。私は損傷と呼ぶ方が適当

ではないかと思っていますが、いずれにしてもからだの上に起こ っている

損傷のことです。視党系や聴党系、あるいは筋肉や骨などの運動器系の障

害や内臓器に問題のある内部障害はわか りやすいのですが、情緒障害や精

神浦弱のような中枢神経系との関わ ＇）のある場合には、ディスアビ リティ

ズとの区別がつきに〈いところがあ ＇）ます。
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このような損傷が起こ ったのは疾病の結果ですが、その中には、現在の

治療ではこれ以上の処囲はできないという ことで、その損傷が固定してい

る場合と、治療が進行中のものとがあります。しかし、固定しているもの

でも、新し〈治療法が開発されれば改善の見込みがでて〈るということで、

このインペアメンツは、医療的処遇の対象であると 言えます。

ディスアピリティズは、匝生省の訳では能力低下となっています。しか

し、低下というのは、 ある水準から下がってい〈ということですが、重複

障害や乳幼児の問題を考えるときには、能力障害の方がよいと思っていま

す。

いずれにしてもディスアピリティズは、インペアメンツに規定されてい

ますが、教育や訓練によって改善できるものです。 したがって、教育や訓

練の処遇の対象になる ものです。

セルフケアとか移動の問題、コミュニケーションの問題など、人間が生

き抜いていくときに必要な能力を、日常生活や学習との関わリでとらえて

い〈というものです。

ハンディ キャップスは、インペアメンツによ ってディスアピ リティズが

規定され、さらにそれによって、一般の人に比ぺて社会的不利が起こ って

いるということです。ある年齢の普通の人が、日常生活で果たしている役

割が充分に果たせないという状況なので、 これは社会的に処遇する しかな

く、その意味で社会的処遇の対象となります。

2)損傷 ・能力障害 ・社会的不利の相互関係

まず、インペアメンツとハンディキャップスの関係ですが、この二つの

間を直結してしまうとどうなるかと言うと、例えば、目が悪いことがわか

った とき、その人が一生で使 うだろう と思われるお金を渡してしま い、あ

とは適当にしていなさい、ということになると思います。つまりディスア

ピリティズの克服を通過してしまうと、本人の生きがいとか働く喜ぴとか、

あるいは 自己実現の可能性を遮断してし まうことになります。飼い殺しと

- 6 -



いうことで、この二つの関係は直結させてはいけないものです。

インペアメン ツとディスアピリテ ィズの関係で一番大きな問題は、中途

失明者の場合は失明の告知ということです。それが先天盲の場合では、親

が自分の子どものインペアメ ンツを認められないという ことになります。

医師も告知をなかなかして 〈れないので、目が見えさえすればなんとかな

ると眼科医回りをしていて、育児の機会を逸してしまうという問題かあり

ます。そういう親子を早く発見して、ディスアビリテ ィズを克服する育児

に専念してもらうにはどうすればいいかというのが、大きな課題となりま

す。

インペアメ ンツは医療的処遇の対象であって、教育には関係がないわけ

ですが、教育や訓練を効果的にするためには、イ ンペアメンツの状況を知

っていなければなりません。私どもは、ゼロ歳児から親の相談を長年受け

ていますが、例えば次のようなこと がありました。

あるとき、生後7か月ぐらいの小眼球の子の親が、「先生、私この子に笑

いかけるのですが、この子は笑って〈れないんです」と 言うので、「どんな

ふうに笑いかけていますか」と聞きま した。すると「膝の上に乗せて、覗

き込んで笑いかけます」という答えでした。小眼球というのは、視力は0.

lぐらいまでで、多くの場合は上方視野欠損を伴っています。そこで「多分

上の方から覗いたのでは、お母さんの顔が見えていないのだから、高い、

高いをして下から覗き込むようにして笑いかけてごらん」と説明したとこ

ろ、電話がかかってきて、「笑って〈れました」と喜んでいたということが

ありました。

それからまたしばらくして、夏になってコタツをはずしたら、ハイハイ

していて、それまではコタツの前でちゃんと止まっていたのに、机にぶつ

かってしょうがない、と 言っ てきました。これは四つ這いになっていると

前が見えないので、コタツのときは布団のすそでコタツかあることがわか

っていたのが、机では布団かないからぶつかったということにな＇）ます 。

家具の配置その他育児環境を整えることでも、遊具や食物を見せる場合で

-7-



も、また、学習のときでも、弱祝の子どもにと って、その子の視野や視力

にと って一番いい条件で提示していく ことが必要です。そのためには、イ

ンペアメンツの状況を充分に知っておかなければならないわけです。

次にディスアピ リテ ィズとハンディキャッ プスの関係では、ディスアピ

リテ ィズを訓練によ って克服しても 、それを活かせるチ ャンスが与えられ

なければなんにもならないという問題があ＇）ます 。例えば、サリ ドマイド

児は手が使えないので、足で食事をし たリ、字を書いた りできるように訓

練します。 日本の社会的習伯からいうと 、机の上に足をあげてはいけない

とい うこと で、それを押しつけると、 せっか〈ディスアピ リティズを克服

したのに、それを活かせないことになり ます。これではなんにもならない

という関係が、ディスアピリテ ィズとハンディキャ ップスの問にはありま

す。

普通の子どもでも 3歳ぐらいになると、お手伝いしたいと 言って手を出

して きます。実際はよごれていて、あとでお母さんが「よくできたね」と

言いながらあと片付けをするわけですが、目が見えない子どもだとそう は

いかないことがあります。「危ない」とか 「してはいけない」とか言っ て、

手を出すことを禁止してし まう ことがよ 〈あ ります。それによって、子ど

もは経験でディスアピ リテ ィズを克服してい〈チャンスを失って しまうこ

とになります。

したがって、 幼児期から学齢期にかけて、その子のできる役割を与えて

いくということが大切で、これによってハンディキャ ップスを克服するだ

けでなく、それがさらにディスアピリティズを克服していくことにはね返

ってい〈ということになります。

3)損傷の配慮と能力障害の克服

行動能力を育成するためには、まずディスアピリティズを克服するとい

うことに重点を置いて、教育や訓練をすることが必要ですが、インペアメ

ンツについても配慮 しなければなりません。前項の小眼球の子どものよう

- 8-



に、インペアメンツの状態を前提としてディスアピリティズの克服をする

ことも大切だし、あるいは、牛眼や強度近視の子どもの視力がさらに落ち

ないよう に、 事故を起こさないようにディスアピリティズの克服をさせて

い〈ことも大事です。

ー病息災という考え方が健康の維持についてあ りますか、何かのインペ

アメンツかあっても、それと上手に付き合って健康管理をしてい〈 こと か

必要です。それを全〈無視して、訓練や教育をしてはならないという側面

があリます。こうい う意味で、損傷つまリインペアメ ンツ を配慮しなけれ

ばならなしヽというわけです。

これを前提として、ディスアピ リティズを克服してい〈 ことに、行動能

カの育成はかかっておリ、賓料 Iの中のディスアピリテ ィズの項目にあげ

られているようなものか、カバーしている領域だと考えていいと思います。

2.乳幼児期の養育の課題

l)両親の役割

中途失明者の場合では、本人がイ ンペアメンツを自掟してティスア ビリ

ティズを克服していくという リハビ リテーションの課程かあ ります。もち

ろん家族の理解が必要ですか、 いろいろなことを経験して「できる」 こと

があることを知 ＇）、 自ら自此していく ことか基本です。

ところが、乳幼児では自党はできません。 したかって、両親の果たす役

割が最重要という ことになります。専門家か携わったとしても、 1週間に

1回と か2回とか、あるいは月に 1回とい う程度の関わり方しかできませ

ん。しか も1回か2,3時間ということで、たいへん限界かあ＇）ます 。それに

対し、両親は四六時中付き合っているので、その暮し方をどう していくの

かと いうことか、ディスア ビリテ ィズの克服にあた って非常に重要にな ＇）

ます。

両親の役割がどこにあるかを明確にする必要があ ＇）ます。第 1は、親自

身がその子のインペアメンツを受け入れ、普通の子どもと同じような気持
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ちで子育てをしてい〈のだということに焦点を当ててもらう ことです。 し

かも、それを一日の生活の中にすぺてに悔底してもらうことが、まず必要

です。

2番目は、少な くとも 3歳ぐらいまでは、子どもにとってあまやかし過

ぎということはないということを知ることです。子どもの側からみると、

自分は世界一愛されているのだと感じるような状況を作るということです。

普通の赤ちゃんと母親との関係では、目と目によ ってお互いの関係をだ

んだん充実していきます。母親としての自党がそれはどなかったお母さん

でも、子どもとのやりとりの間で、自党がたくまし〈育ってい〈というよ

うに、子育ての中で親が育つという関係が成り 立っています。と ころが、

障害児の乳幼児の場合には、子どもの動きがない、親が何か働きかけても、

反応が栢極的には返ってこないという状況があります。 したがって、視覚

以外の感党、ス キンシップを中心とした慟きかけを、親の側からする必要

があります。ほんとにかわいくてしかたがない、という感じが子どもに伝

わるようなしぐさをすることと、もう 一つは、子どもが何かを訴える よう

なわずかな信号でも送ってき たら、それを敏感に受け止めて、それに適切

に応えることが大切です。

子どもが発達するということは、子どもの周りの人や物との相互関係、

つまりそれらに対する働きかけ合いを通して学習し、経験し、その結果発

達していくものです。視党障害児の場合でも、このような相互関係をまず

作るとい うことが大切です。自分が愛されているということがわかると、

それをバックにしながら、はかの世界、ほかの人や物に対して梢極的に働

きかけてい く、しかも精神的に安定して働きかけてい 〈ことができるよう

になります。

こういう状況に、いかに両親になってもらうかが大事なことです。

視覚障害児の場合、親の側が「これをしてはいけない」とか「これはだ

め」と禁止したり、あるいは「こうしなさい、ああしなさい」と親の側で

指示をするということが、非常に多く行われています。 しかし、碁本的に
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。
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